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1  計画の推進体制

本計画は行政事務・ 事業から 排出さ れる 温室効果ガスの削減計画であるこ と から 、職員の

自主性によ る 取組に加え、組織的な推進体制や目標達成のための進捗管理が求めら れます。

そのため、以下の推進体制を 構築し て総括的な PDCA サイ ク ルによ り 計画の着実な推進と 進

行管理を行います。

 （ 1） 温暖化対策実行計画推進委員会

市長を 委員長と し 、 温暖化対策推進責任者（ 各課長） を 持っ て組織し ます。 毎年 7 月の定

例課長会議にあわせて温暖化対策会議を開催し 、 本計画の推進のために必要な年次の施策・

予算などについて検討し ます。

＜温暖化対策実行計画推進委員会の役割： 計画の総括的なPDCAにおけるPla n , Act＞
・ 計画の進捗管理

・ 計画の策定・ 見直し

・ 計画の推進に必要な施策・ 予算の検討

 （ 2） 温暖化対策実行計画推進委員会委員長

市の事務・ 事業における地球温暖化対策の総指揮を執り ます。

 （ 3） 温暖化対策推進責任者

温暖化対策実行計画推進委員会のメ ン バーと し て、 温暖化対策実行計画推進委員会にお

いて、 本計画の目標達成に責任を 持ち、 計画の見直し 、 必要な施策・ 予算の検討を 通し て

計画を 推進し ます。
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 （ 4） 温暖化対策推進員

原則と し て各課の庶務担当係長または担当職員、 幼稚園主任、 小中学校の教頭を「 温暖化

対策推進員」 と し て選任し 、 各所属長は毎年4 月に温暖化対策推進事務局に報告し ます。 各

部署の日常的な温暖化対策の推進役と し ての役割を 担います 。 各部署の実情に応じ た「 実務

的 PD CA 」 サイ ク ルを 回し て、 施策を 推進し ていき ます。

＜温暖化対策推進員の役割： 計画の総括的なPDCAにおけるDo＞
・ 部署における実行計画の推進・ 指導・ 実施

・ 推進のための部署別課題の実践計画策定と 実施（ 実務的 PDCA にお

ける Pla n、Do）

・ 部署の実行計画の進捗状況、 エ ネルギーの使用状況の進捗を と り

ま と め、 部署の実践計画進捗状況の評価（ 実務的 PDCA における

Check ） と 新たな実践計画推進施策の考案（ 実務的 PDCA における

Act） 5 月に温暖化対策推進事務局に提出

・ 温暖化対策推進事務局と 連携し て本計画の総合的な推進

 （ 5） 温暖化対策推進員会議

毎年 6 月に温暖化対策推進員会議を 開催し 、 本計画の進捗状況の確認と 必要な推進施策

の検討を 行います。 温暖化対策推進員会議における検討結果は、7 月の定例課長会議におい

て開催する温暖化対策実行計画推進委員会に報告し ます。

＜温暖化対策推進員会議の役割： 計画の総括的なPDCAにおけるCheck ＞
・ 温室効果ガス排出状況・ 削減状況の確認

・ 目標および取組目標の達成状況の確認

・ 追加的に実施する必要がある推進施策の検討・ 提案

・ 各部署間の実践計画の進捗についての情報交換
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 （ 6） 温暖化対策推進事務局

本計画を 推進する 温暖化対策推進事務局を 世界自然遺産課におき ます。 本計画全体の推

進状況を 把握し 、 総合的な進行管理を 行います。

＜温暖化対策推進事務局の役割＞
・ 温室効果ガス排出量および取組目標の進捗状況のと り まと め

・ 温暖化対策推進員会議の開催

・ 温暖化対策実行計画推進委員会への報告

・ 温暖化対策実行計画推進委員会の承認を 受けた内容を 市内外に公開

委　 員　 長： 市　 　 　 長

推進責任者： 各 課 長 等

温暖化対策推進事務局

世界自然遺産課

温暖化対策実行計画推進委員会

計画推進体制

関係者
（ 委託先・ 指定管理者など）温暖化対策推進員

（ 各課・ 各機関・ 出先機関）

全職員

温暖化対策推進員会議
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2  実施状況の点検・ 公表

■本計画の取組を推進するため、「 温暖化対策推進事務局」 は「 温暖化対策推進員」 をと おし

て、毎年度4 月に前年度の各部局の取組の進捗状況、エネルギー等の使用状況を と り まと

めます。

■と り まと めた内容は 6 月に実施する「 温暖化対策推進員会議」 で確認のう え、進捗状況や

推進方策提案事項を 7 月の定例課長会議に合わせて開催する「 温暖化対策実行計画推進委

員会」 に提出し ます。

■「 温暖化対策実行計画推進委員会」で確認後、計画の進捗状況を ８ 月の市広報誌、ホーム

ページ等において、温室効果ガス排出量・ 取組状況および目標達成状況等について公表し

ます。

3  計画の見直し

計画の最終目標年度を 2030 年度と し 、本実行計画では計画年度を 2024（ 令和 6） 年度か

ら 2030（ 令和 12） 年度までの 7 年間と し ます。その間、社会情勢の変化、技術の進歩、点検・

評価の結果、上位計画の更新等にあわせて、必要に応じ て内容の見直し を 行いながら 計画を

進めていく こ と と し ます。

年間スケジュ ール

計画策定（Plan) 実施（Do) 進捗確認（Check) 評価・見直し（Act) そのほかの事務作業

事務内容 責任者

温暖化対策推進員を選任し事務局に報告 各部署長

前年度のエネルギー使用量など集計 推進員

推進員

推進員

計画の進捗状況・エネルギー使用量を事務局
に報告

前年度データのとりまとめ 事務局

温暖化対策推進員会議で計画の進捗確認

温暖化対策推進員会議での結果とりまとめ 事務局

温暖化対策実行計画推進委員会で対応策
検討

事務局

温暖化対策推進員で新たな計画・予算検討 事務局

各部署での取組 推進員

3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月



はじ めに 

こ の奄美市地球温暖化防止活動実行計画〔 事務事業編〕改訂版（ 以下「 本計画」

と いう 。）は、 奄美市（ 以下「 本市」と いう 。）市役所関連施設における事務事業に

関し 、 温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全および強化のための

措置に関する計画を 記載し たも のです。
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